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ど
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成
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例
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部
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る
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例 

 

右

の
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案

を

提
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る
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井 
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港

区

子

ど

も

医

療

費

助

成

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 

港

区

子

ど

も

医

療

費

助

成

条

例

（

平

成

四

年

港

区

条

例

第

四

十

三

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

第

二

条

第

一

号

中

「

十

五

歳

」

を

「

十

八

歳

」

に

改

め

る

。 

第

三

条

第

一

項

中

「

子

ど

も

の

保

護

者

で

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

」

を

「

次

の

各

号

に

掲

げ

る

者

で

あ

っ

て

、

そ

れ

ぞ

れ

当

該

各

号

に

定

め

る

」

に

改

め

、

同

項

各

号

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。 

一 

子

ど

も

の

保

護

者 

次

に

掲

げ

る

要

件

を

満

た

す

こ

と

。 

 

イ 

保

護

者

及

び

子

ど

も

が

区

内

に

住

所

を

有

す

る

こ

と

。 

 

ロ 

子

ど

も

が

国

民

健

康

保

険

法

（

昭

和

三

十

三

年

法

律

第

百

九

十

二

号

）

の

規

定

に

よ

る

被

保

険

者

又

は

区

規

則

で

定

め

る

社

会

保

険

に

関

す

る

法

令

（

以

下

「

社

会

保

険

各

法

」

と

い

う

。

）

の

規

定

に

よ

る

被

扶

養

者

で

あ

る

こ

と

。 



二 

子

ど

も

の

う

ち

、

十

五

歳

に

達

す

る

日

の

翌

日

以

後

の

最

初

の

四

月

一

日

か

ら

十

八

歳

に

達

す

る

日

以

後

の

最

初

の

三

月

三

十

一

日

ま

で

の

間

に

あ

る

者

で

あ

っ

て

、

何

人

か

ら

も

監

護

さ

れ

て

い

な

い

も

の 
区

内

に

住

所

を

有

す

る

こ

と

。 

第

三

条

第

二

項

中

「

の

保

護

者

は

、

対

象

者

と

し

な

い

」

を

「

に

係

る

医

療

費

の

助

成

を

受

け

る

こ

と

が

で

き

な

い

」

に

改

め

る

。 

付 

則 

（

施

行

期

日

） 

１ 

こ

の

条

例

は

、

令

和

五

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

付

則

第

三

項

の

規

定

は

、

同

年

一

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。 

（

経

過

措

置

） 

２ 

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

後

の

港

区

子

ど

も

医

療

費

助

成

条

例

（

以

下

「

改

正

後

の

条

例

」

と

い

う

。

）

に

よ

る

医

療

費

の

助

成

に

つ

い

て

は

、

こ

の

条

例

の

施

行

の

日

（

以

下

「

施

行

日

」

と

い

う

。

）

以

後

に

お

け

る

療

養

に

係

る

医

療

費

に

つ

い

て

適

用

す

る

。 

３ 

改

正

後

の

条

例

第

四

条

の

規

定

に

よ

る

医

療

費

の

助

成

に

係

る

申

請

及

び

認

定

並

び

に

医

療

証

の

交

付

の

手

続

に

つ

い

て

は

、

施

行

日

前

に

お

い

て

も

行

う

こ

と

が

で

き

る

。 

（

説 

明

） 

医

療

費

の

助

成

対

象

を

拡

大

す

る

た

め

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。 


